
生活困窮者支援子ども食堂等活動支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、物価高騰等の影響により、生活困窮者への支援ニーズの増大や支援

策が多様化し、新たな支援層の顕在化や孤独・孤立問題の深刻化が懸念されている。子

どもの孤立や孤食問題の解決策として、物価高騰の影響を受けながらも、定期的に活動

する民間団体に対し、現場の職員が支援に注力できる環境整備の一環として、自立相談

支援機関と連携して支援に取り組む団体等に補助金を交付することについて、苫小牧市

補助金等交付規則（平成３０年規則第９号）。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定める。 

 （補助対象団体） 

第２条 この補助金の交付の対象となる団体等は、子どもに対し食事を提供し、または学

習支援を行うことにより孤立や孤食等にある子どもへの見守りに資する事業を営む団体

等（以下「事業者」という。）であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）市内に活動場所を構えていること 

（２）事業対象期間内に８回以上定期的な活動を行うこと 

 （３）子ども食堂の場合は営業許可等、保健所への届出を済ませていること 

 （４）営利を目的とせず、低廉又は実費相当で提供すること 

 （５）市税の滞納がないこと 

（６）福祉その他市民生活の向上に貢献し、公益性があること。ただし、次の各号のい

ずれかに該当するものを除く 

① 政治活動に係るもの 

② 宗教活動に係るもの 

③ 営利活動に係るもの 

④ 暴力団と関係があるもの 

⑤ 実施計画等が完全ではなく、実施の確実性が疑わしいもの 

（補助金の額） 

第３条 補助の対象となる経費は別表のとおりとし、補助金の額は、１団体につき５０万

円を限度とし、予算の範囲内で行うものとする。ただし、生活困窮者支援フードバンク

等活動支援事業の補助を受けている場合は、補助しないものとする。 



（交付申請） 

第４条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書（様式第１

号。以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。ただし、第１号及び第２号については、必要事項の記載がある定期総会資料

等の提出をもって代えることができる。 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書 

（３） 市税の完納証明書 

（４） その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の

金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税率

を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを

減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関

する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。 

（交付決定及び決定通知書の送付）

第５条 市長は、申請書を受理し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やか

に補助金等の交付決定を行うものとする。

２ 市長は、前項の交付決定をしたときは、その決定内容及びこれに条件を付したときは

その条件を補助金交付決定通知書（様式第２号）により、交付を申請した者に通知するも

のとする。 

（交付申請の取下げ） 

第６条 事業者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金

の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日

から１４日以内に、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は

なかったものとみなす。 



（補助事業の変更等） 

第７条 事業者は、補助金の交付決定後、補助事業に要する経費の割合を変更し、又は補

助事業の内容を変更し、若しくは補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合に

おいて、速やかに補助金変更交付申請書（様式第３号）に次の各号に掲げる書類を添え

て市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認め

るものについては、この限りでない。 

（１）変更後の事業計画書 

（２）変更後の収支予算書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により相当の理由があると認めたときは、当該補助事

業の変更を承認するものとする。 

３ 第５条第２項の規定は、前項の規定による承認をした場合について準用する。 

４ 事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合において、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第８条 事業者は、補助の対象となった事業が完了したときは、補助事業実績報告書（様

式第４号）に次の各号に掲げる書類を添付のうえ、速やかに市長に提出しなければなら

ない。 

（１）事業実績書 

（２）収支決算書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条に規定する報告があった場合において、当該書類の審査及び必要に

応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内

容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたと

きは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式第５号）により、実績

を報告した者に通知するものとする。 



（補助金の交付の時期等） 

第１０条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に交付するも

のとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、補助事業の

完了前において補助金の全部又は一部を交付（以下「概算払」という。）することができ

る。 

（交付の請求） 

第１１条 事業者は、前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金請

求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（概算払） 

第１２条 事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書（様式第７号） 

 に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、概算払すること

が適当と認めたときは、補助金概算払決定通知書（様式第８号）を事業者に通知するも

のとする。 

３ 事業者は、前項の規定により概算払にて交付を受けようとするときは、補助金概算払

請求書（様式第９号）を提出しなければならない。 

（決定の取消し等） 

第１３条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）法令又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 前項の規定は、第９条の規定による補助金の額の確定後においても適用があるものと

する。 

３ 市長は、前２項の規定に基づき、補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを決定し

たときは、補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）をもって事業者に通知するもの

とする。 



（補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助金の交付決定を変更し又は取り消した場合において、当該変更又

は取消しの部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部

又は一部の返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。 

３ 事業者が第４条第２項ただし書の規定による補助金の交付申請をした場合において、

当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定し、既に交付された補助金の額を減額す

るときも、前項と同様とする。 

 （関係書類の整備） 

第１５条 事業者は、当該補助事業の収入及び支出に関する帳簿及び関係書類を揃え、こ 

 れを整理しておかなければならない。 

２ 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業完了日の属する市の会計年度の翌年度から５年 

 間保存しなければならない。 

 （補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、この補助について必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年６月２５日から施行する。 



別表（第３条関係） 

対象経費 

生活困窮者支援子ども食堂等活動支援事業の実施に必要な次に掲

げる経費 

・食料や日用生活用品等の物資支援に必要な物品購入費 

・相談者に物品を届ける送料、運搬経費 

・居場所づくりに必要な借上料 

・Ｗｉ－Ｆｉ等の通信環境整備に係る経費 

・人件費（団体等の運営に直接係る方への賃金や役員報酬を除く）

・印刷製本費 

・燃料費 

・光熱水費 

・雑役務費 等 


